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議会改革特別委員会記録（第１２回） 
 

１．日  時  令和５年１月２７日（金）午前１０時 

２．場  所  役場三階 議会議場 

３．案  件  （１）「広報広聴に関すること」について 

           （町民と語る会の意見交換報告書） 

        （２）「町議会基本条例に関すること」について 

           （町議会基本条例（素案）意見公募の結果） 

        （３）「その他議会改革に関すること」 

           （陳情第８号 藤崎町長・町議会議員選挙での選挙公報の発行 

            に関する条例の制定を求める陳情書の協議） 

        （４）「ＩＣＴの活用に関すること」について 

           （ペーパーレス会議システムの操作説明） 

        （５）その他 

４．出席議員  奈良岡文英委員長 外１２名 

５．欠席議員  なし 

６．出席書記  木村宣文事務局長、佐藤健局長補佐 

７．会議概要 

 

開 会 午前９時５９分 

 

奈良岡委員長：あいさつ後、開会を宣する。 

事務局に報告事項及び配付資料の確認を求める。 

事務局長：相馬委員の遅れる件の報告。配付資料の確認。（配付漏れなし） 

奈良岡委員長：案件（１）「広報広聴に関すること」から案件（４）「ＩＣＴの活用に関する 

     こと」までについての協議に入る。 

     暫時休憩します。 

《暫時休憩 午前１０時０３分～午前１１時４５分》① 

奈良岡委員長：休憩を取り消し、会議を再開。事務局へ休憩中に協議した結果を発表させる。 

佐藤補佐：案件（１）について、町民と語る会の意見交換報告書のとおりで、追加訂正が 

     ない旨を確認した。 

     案件（２）について、町議会基本条例策定部会で検討した推敲案を基に、協議 

     した結果、別紙のとおり決定した。 

     案件（３）について、３月定例会までに選挙公報を発行しているおいらせ町、 

     三戸町、野辺地町、平内町、五戸町の５町に選挙公報発行の実施体制や選挙公 

     報を発行する前後の投票率等を調査依頼することを決定。 

     案件（４）について、サイドブックスの基本操作説明をマニュアルに沿って、  

     ７ページまで行った。 
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奈良岡委員長：その他を諮る。 

木村局長：紙の資料が不要な人はいないか確認。（新規の紙不要者なし） 

     ３月定例会において、議会基本条例、議員定数を定める条例、議会の個人情報 

     の保護に関する条例の議員発議となることを報告。 

奈良岡委員長：質疑ありませんか。 

委員一同：なし。 

奈良岡委員長：他になければこれで終了します。閉会を宣する。 

 

 

閉 会 午前１１時５８分 

 

 

        委員長   奈良岡 文 英   
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○令和５年１月２７日（金） 第１２回協議結果（全会一致） 

 

案件（１）「広報広聴に関すること」（町民と語る会の意見交換報告書）について 

   ・町民と語る会の意見交換報告書のとおりで、追加訂正がない旨を確認した。 

 

案件（２）「町議会基本条例に関すること」（町議会基本条例(素案)意見公募の結果） 

      について 

   ・町議会基本条例策定部会で検討した推敲案を基に、協議した結果、別紙のとおり 

    決定した。 

 

案件（３）「その他議会改革に関すること」（陳情第８号 藤崎町長・町議会議員選挙での 

      選挙公報の発行に関する条例の制定を求める陳情書の協議）について 

   ・３月定例会までに選挙公報を発行しているおいらせ町、三戸町、野辺地町、平内 

    町、五戸町の５町に選挙公報発行の実施体制や選挙公報を発行する前後の投票 

    率等を調査依頼することを決定。 

 

案件（４）「ＩＣＴの活用に関すること」について（ペーパーレス会議システムの操作 

      説明） 

   ・サイドブックスの基本操作説明をマニュアルに沿って、７ページまで行った。 

 

案件（５）その他 

   ・紙の資料が不要な人はいないか確認。（新規の紙不要者なし） 

   ・３月定例会において、議会基本条例、議員定数を定める条例、議会の個人情報の 

    保護に関する条例の議員発議となることを報告。 

 

           以上 



○藤崎町議会基本条例（素案）意見公募（パブリックコメント）の実施結果 

 １．実施期間 ・意見公募 令和４年１２月１６日（金）から令和５年１月４日（水）まで 

        ・町民と語る会  令和４年１２月２５日（日）午後２時から午後４時まで 

 ２．提出方法 議会事務局へ郵送、ファックス、電子メール、直接持参 

 ３．提出者数 １名 

 ４．意見件数 ５件 

 ５．意見概要 

 

 

№ 条 ご意見内容 対応区分 

１ 全 体 

 市町村議会基本条例は、これまでも多数の市町村で制

定されており、これから制定する藤崎町としては、少しで

も「藤崎町らしさ」を盛り込んでほしい。 

今後の参考としま

す。 

 

 

２ 前 文 

 前文はじめの記述について、「津軽三大河川の浅瀬石

川、平川、岩木川が合流する」、また「中世の安東氏やり

んご「ふじ」発祥など歴史ある町」としてはどうか。 

【理由】藤崎町をよく知らない人にもわかってもらえる

よう具体的に表現した方が良い。また、文面が長くなるよ

うであれば「東に八甲田連峰、西に秀峰岩木山を仰ぎ」は

削除しても良い。この部分は藤崎町以外の市町村でも共

通事項である。 

「津軽三大河川の浅

瀬石川、平川、岩木

川が合流する」及び

「中世の安東氏やり

んご「ふじ」の発祥

の地など歴史ある

町」を採用します。 

 

 

３ 前 文 

 前文末尾の「「信頼される開かれた議会」を目指し」に

ついて、「「より信頼される開かれた議会」と「よりあずま

しい町」の実現を目指し」としてはどうか。 

【理由】議会としてはこれまでも「信頼される開かれた議

会」に努力してきたと思われるが、現行の表現では全くや

ってこなかったようにも捉えられることから、今後の方

向性として「より」を加えた方が良い。また、町民目線と

して「あずましい町」（「住みやすい」「住み良い」「暮らし

やすい」でも可）を加えてほしい。 

「より信頼される開

かれた議会」につい

てのみ採用します。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第１条 

 本文第１条（目的）に、「「より信頼される開かれた議

会」の実現を目指し」を追加してほしい。（「町民全体の生

活と・・・」の前に） 

【理由】第１条の解説には記述されているが、本文での記

述が無いため、追加してほしい。 

素案のままとしま

す。 

 

 

 

 

５ 前 文 

 前文の記述が敬体（「です、ます」）、本文が常体（「だ、

である」）となっているので、どちらかに統一したほうが

良い。私個人としては、常体で良いと思うが、町民にやさ

しい印象を与える意図があれば敬体でも良い。敬体で記

述している条例もある。 

素案のままとしま

す。 

 

 

 

 

joho
別紙



○議会改革特別委員会（第１２回）協議の結果 

（公募意見の№２、№３及び第２１条解説の字句追加） 

 

前文 

 私たちの藤崎町は、東に八甲田連峰、西に秀峰岩木山を仰ぎ、津軽三大河川の浅瀬石

川、平川、そして岩木川（意見№２）が合流する津軽平野の中央に位置した、水と緑に

恵まれた自然豊かで美しく、中世の安東氏やりんご「ふじ」発祥の地など（意見№２）

歴史ある町です。 

 そのような環境の中での藤崎町議会は、町長と共に町民の選挙により選ばれた議員に

よって構成される町民の代表機関であります。 

 藤崎町の二つの代表機関は、議決機関及び執行機関として独立対等の立場にあり、そ

れぞれの機能を生かし、町民の負託に応える責務を負っており、町民全体の生活と福祉

の向上、地域社会の活力ある発展に寄与するという共通の使命が課されています。 

 藤崎町議会は、町民の代表として積極的な議会情報の公開と共有をとおして、町民協

働の取組や議会改革を推進し、町民に寄り添い町民と共に歩む「より（意見№３）信頼

される開かれた議会」を目指し、議会の最高規範として、本条例を制定します。 

 

第２１条【解説】 

条例制定後も常に町民の意見、社会情勢の変化などを勘案し、議員改選後及び改選２年

を目途に、目的が達成されているかを外部有識者等の意見を伺いながら（部会員意見）

検証し、その結果に基づき適切な措置を講ずるよう定めたものです。 


